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総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【背景・関係通知】

緊急提⾔〜未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて〜（令和3年11⽉8⽇新しい資本主義実現会議）

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和3年11⽉19⽇閣議決定）

政府調達の対象企業の賃上げを促進するため、
賃上げを⾏う企業から優先的に調達を⾏う措置などを検討

「総合評価落札⽅式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」（令和3年12⽉17⽇財務⼤⾂通知）

「総合評価落札⽅式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」の運⽤について
（令和3年12⽉27⽇ 林野庁⻑官通知）

「総合評価落札⽅式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の運⽤の取扱いについて」
（令和４年1⽉19⽇ 林政課⻑・業務課⻑通知）

「総合評価落札⽅式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運⽤等
について」 （令和４年2⽉15⽇ 林野庁⻑官通知）

【内容】
国の機関が⾏う総合評価落札⽅式によるすべての調達について、評価項⽬に賃上げに関

する項⽬を新たに設け、賃上げ実施企業に対して加点を⾏う。

対象︓令和４年４⽉１⽇以降に契約を締結する国が⾏う総合評価落札⽅式による全ての調達
（⼯事・業務・物品・役務）



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【全体イメージ】

・契約担当官等が各省各庁の長へ報告
・各省各庁の長は、財務省へ報告
・財務省が調製し各省各庁の長へ通知

・各省各庁の長は契約担当官等へ連絡
・契約担当官から対象者に減点措置の開始時期、
期間を通知

入札公告（公示）

入札、落札決定

（表明書の提出なし）

落札者 ⇒ 賃上げ加算点で 加点なし

（表明書の提出あり）

落札者 ⇒ 賃上げ加算点で 加点あり

加点を受けた落札者が対象の事業年度または暦年の
終了後に契約担当官等へ確認書類を提出

①年度単位による賃上げ表明
法人事業概況説明書（又は税務申告の作成書類）

②年単位による賃上げ表明
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

賃上げ基準に達していない者については、財務省か
ら通知された日から１年間、国の総合評価落札方式
の調達の全てにおいて、加点より大きな割合の減点

加点措置

実績確認

賃上げ基準に達していない者の情報

減点措置

加算点＝従来の加算点＋賃上げ加算点

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の入札参加者からの提出をもって評価 （賃金引き上げ表明は①年度単位又は②暦年単位での表明）
①契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度

②契約を行う予定の暦年

■適⽤対象：令和４年４⽉１⽇以降に契約を締結する国が⾏う総合評価落札⽅式によるすべての調達。

■加点評価：事業年度または暦年単位で従業員に対する⽬標値（⼤企業：３%、中⼩企業等：1.5%）以上の賃
上げを表明した⼊札参加者を総合評価において加点。加点を希望する⼊札参加者は、賃上げを従
業員に対して表明した「表明書」を提出。加点割合は５％〜１０％。

■実績確認等：加点を受けた企業に対し、事業年度または暦年の終了後、決算書等で達成状況を確認し、未達
成の場合はその後の国の調達において、⼊札時に加点する割合よりも⼤きく減点。



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【評価項目】

以下のいずれかを⼊札者が選択可能な評価項⽬とする。
① 令和４年４⽉以降に開始する⼊札者の事業年度において、対前年度⽐で「給与等受給者⼀⼈当たりの

平均受給額※」を総合評価落札⽅式による評価基準で定める率以上増加させる旨を従業員に表明して
いること。

② 令和４年以降の暦年において、対前年⽐で「給与等受給者⼀⼈当たりの平均受給額※」を総合評価落
札⽅式による評価基準で定める率以上増加させる旨を従業員に表明していること。

※ ⼊札者が中⼩企業等の場合は、「給与等受給者⼀⼈当たりの平均受給額」は「給与総額」とするが、賃上げの
実績確認の具体の運⽤については、後述の【実績確認５〜８】を参照。

賃上げに関する評価項⽬の考え⽅

中⼩企業等とは、「法⼈税法」第66条第2項⼜は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第6項に該当
するものは除く。

【参考】法⼈税法（出典︓e-GOV法令検索 R4.2）※中⼩企業等の該当の確認に当たっては、直近の事業年度の「法⼈税申告書別表１」の記載⽅法に従うことに留意。
（各事業年度の所得に対する法⼈税の税率）
第66条 内国法⼈である普通法⼈、⼀般社団法⼈等（別表第⼆に掲げる⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈並びに公益社団法⼈及び公益財団法⼈をいう。次項及び第三項
において同じ。）⼜は⼈格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法⼈税の額は、各事業年度の所得の⾦額に百分の⼆⼗三・⼆の税率を乗じて計算
した⾦額とする。

２ 前項の場合において、普通法⼈のうち各事業年度終了の時において資本⾦の額若しくは出資⾦の額が⼀億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しない
もの、⼀般社団法⼈等⼜は⼈格のない社団等の各事業年度の所得の⾦額のうち年⼋百万円以下の⾦額については、同項の規定にかかわらず、百分の⼗九の税率によ
る。

３ 公益法⼈等（⼀般社団法⼈等を除く。）⼜は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法⼈税の額は、各事業年度の所得の⾦額に百分の⼗九の税率を
乗じて計算した⾦額とする。

４ 事業年度が⼀年に満たない法⼈に対する第⼆項の規定の適⽤については、同項中「年⼋百万円」とあるのは、「⼋百万円を⼗⼆で除し、これに当該事業年度の⽉
数を乗じて計算した⾦額」とする。

５ 前項の⽉数は、暦に従つて計算し、⼀⽉に満たない端数を⽣じたときは、これを⼀⽉とする。
６ 内国法⼈である普通法⼈のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法⼈に該当するものについては、第⼆項の規定は、適⽤しない。
⼀ 保険業法に規定する相互会社（次号ロにおいて「相互会社」という。）
⼆ ⼤法⼈（次に掲げる法⼈をいう。以下この号及び次号において同じ。）との間に当該⼤法⼈による完全⽀配関係がある普通法⼈
イ 資本⾦の額⼜は出資⾦の額が五億円以上である法⼈
ロ 相互会社（これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。）
ハ 第四条の七（受託法⼈等に関するこの法律の適⽤）に規定する受託法⼈（第六号において「受託法⼈」という。）

三 普通法⼈との間に完全⽀配関係がある全ての⼤法⼈が有する株式及び出資の全部を当該全ての⼤法⼈のうちいずれか⼀の法⼈が有するものとみなした場合にお
いて当該いずれか⼀の法⼈と当該普通法⼈との間に当該いずれか⼀の法⼈による完全⽀配関係があることとなるときの当該普通法⼈(前号に掲げる法⼈を除
く。)

四 投資法⼈
五 特定⽬的会社
六 受託法⼈



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【評価方法１】

賃上げに関する評価項⽬・基準・配点

＜賃上げの実施を表明した企業等の加点＞
造林事業及び素材⽣産事業

評価項目 評価基準 配点

加 点 項
目

賃 上 げ
実 施 加
算点

賃上げの
実施を表
明した企
業等

事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受
給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従業
員に表明していること【大企業】

加算点の
10％とな
る整数
(注1)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額

を1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小
企業等】

上記の内容に該当しない ０

注１：⼩数点以下を切り捨てた整数とする。

総合評価落札⽅式において、次の評価項⽬・評価基準及び評価配点に基づき、賃上げの実施を表明した企
業等に対して加点措置を⾏う。
・⼊札参加者が「従業員への賃⾦引上げ計画の表明書」（以下「表明書」という。）を提出した場合に加点措置を⾏う。

・中⼩企業等の該当の確認については、直近の事業年度の「法⼈税申告書別表１」により⾏う。



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【評価方法２】

加点イメージ（造林事業及び素材生産事業）

・総合評価落札方式による造林事業及び素材⽣産事業
・令和４年４月１日以降に契約を締結する事業

■適用する事業及び実施時期

■賃上げ評価点の加点措置の考え方

変更後

変更前

※変更点：加算点として『賃上げ実施加算点』を加点（又は減点） *減点は減点措置通知後の調達から実施

評価値＝
標準点＋加算点（事業計画加算点、その他の加算点、賃上げ実施加算点）

入札価格

評価値＝
標準点＋加算点（事業計画加算点、その他の加算点）

入札価格

賃上げ実施加算点は加算点全体の10％相当

■賃上げ加算の加点・減点の配点例
加算点の種類 評価項目 配点計

事業計画加算点 事業計画（簡易な事業計画の妥当性・適切性など） 100

その他の加算点 事業実績、配置予定技術者等の能力、安全管理の状況、地域への貢献など 100

賃上げ実施加算点 賃上げの実施を表明した企業等 22

（賃上げが賃上げ基準に達していない場合等（※）の減点） ▲ 23

※ 契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合

又は賃上げ実施の確認に係る書類等が提出されない場合



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【表明書】

○ 賃上げ実施を表明する企業等は、技術提案書に表明書を添付して提出する。
・当該年度の初参加の⼊札へ提出した表明書と内容に異動がない場合は、その写しの提出で可。
・共同企業体が加点を受けるには、各構成員による表明が必要。

表明書の提出⽅法

従業員への賃金引上げ計画の表明書
【大企業用】
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）（又は○年（令和○年１月１日から令和○

年12月31日））において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度（又は対前年）増加率３％以上とすることを
表明いたします。
従業員と合意したことを表明します。 ※状況に応じ何れかを選択

【中小企業等用】
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）（又は○年（令和○年１月１日から令和○

年12月31日））において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率1.5％以上とすることを
表明いたします。
従業員と合意したことを表明します。 ※状況に応じ何れかを選択

令和 年 月 日
株式会社○○○○
（住所を記載）
代表者氏名 ○○ ○○

上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。

令和 年 月 日
株式会社○○○○
従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印
給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印

必ず記名押印



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【実績確認１】

表明書を提出した者が落札者となった契約については、当該落札者が提出した表明書により表明し
た率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等（事業年度及び暦年をいう）が終了した
後、契約担当官等が「従業員への賃⾦引上げ実績整理表」等により確認を⾏う。

賃上げ実績の確認⽅法

○ 事業年度の場合においては、賃上げ表明した年度とその前年度の「法⼈事業概況説明書」の
「労務費」「役員報酬」「従業員給料」の合計額を期末従業員数で除した⾦額（中⼩企業等の場
合は当該合計額）を⽐較することによって実施する。

○ 暦年の場合においては、賃上げ表明した年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書
合計表」の「⽀払⾦額」を「⼈員」で除した⾦額（中⼩企業等の場合は「⽀払い⾦額」）を⽐較
することによって実施する。

【確認⽅法】

【提出書類及び時期】
○ 事業年度により賃上げを表明した場合には、「従業員への賃⾦引上げ実績整理表」とその添付
書類として、当該事業年度の「法⼈事業概況説明書」を決算⽇（別紙１に記載の事業年度の末
⽇）の翌⽇から起算して２ヶ⽉以内に契約担当官等に提出する。
なお、法⼈事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類

（事業活動収⽀計算書）等の賃⾦⽀払額を確認できる書類を契約担当官等に提出する。

○ 暦年により賃上げを表明した場合においては、「従業員への賃⾦引上げ実績整理表」とその添
付書類として、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の１⽉末までに契
約担当官等に提出する。



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について【実績確認２】

従業員への賃上げ引上げ実績整理表

※賃上げの実施を表
明した当年度と前年
度の書類の⽐較によ
り賃上げ率を算出す
る。

※賃上げの実績の確
認に使⽤した書類
の種類をチェック。

※賃上げの実績の確
認に使⽤した書類
を添付する。

○ 賃上げの実施を表明した企業等は、賃上げを表明した事業年度⼜は暦年が終了後、賃上げの実績の確認
に使⽤した書類を添えて、「従業員への賃上げ引上げ実績整理表」を契約担当官等へ提出する。

※賃上げ実績を確認
した年⽉⽇及び代表
者の⽒名を記載する。

■大企業用 ■中小企業等用



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【実績確認３】

2

暦
年
で
の
表
明
の
場
合

【確認項目】
大企業⇒『支払金額／人員』で
比較 中小企業等⇒『支払金額』
のみで比較

【確認項目】
大企業⇒『（労務費・役員報酬・従業員給料の合計）／期末従業員の状
況の計』で比較 中小企業等⇒『労務費・役員報酬・従業員給料の合計』
のみで比較

○ 事業年度での⽐較を⾏う場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法⼈事業概況説明 書」の「「10 主要科⽬」のうち「労務費」、「役員報酬」及び
「従業員給料」の合計額」（以下「合計額」という。）を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した⾦額を⽐較することにより⾏う。

○ 暦年での⽐較を⾏う 場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「Ａ俸給、給与、賞与等 の総額」の「
⽀払⾦額」欄を「⼈員」で除した⾦額により⽐較することとする。

○ 中⼩企業等は「合計額」および「⽀払⾦額」のみで⽐較を⾏う。

年度終了後に前年度分とあわせて
契約担当官等に提出

↓
所定の欄の値から実績の確認を行う

暦年終了後に前年分とあわせて

契約担当官等に提出
↓

所定の欄の値から実績の確認を行う

※本確認⽤資料については、⼤企業および中⼩企業等のどちらも同様式を提出する。

事
業
年
度
で
の
表
明
の
場
合



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【実績確認４】

中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年

度の「法人税申告書別表１」（左表参照）の提出を必要とし、
中小企業等の該当を確認する。

注：「中小企業等」とは、法人税法第66条第２項又は第３項
に該当 する者のことをいう。ただし、同条第６項に該当す
るものは除く。

︵
参
考
︶法
人
税
申
告
書
別
表
１

① ②

③

以下のいずれかに該当していれば中小企業
等になる

・①に◯があり、かつ③に◯がないこと

・②に◯があること

① ②

③



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について【実績確認５】

「総合評価落札⽅式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運⽤等
について」（令和4年2⽉15⽇ 林野庁⻑官通知）

（１）税理士等により認められる場合の実績確認書類の提出方法

○賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実
績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面（別紙様式）を、賃上げを行ったことを示す書類と共に契
約担当官等に提出する。

※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。

※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。

（２）「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方

○中小企業等においては、実態に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
○各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。
○入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行っ
て評価することも可能。

※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名捺印を求めており、企業の真摯
な対応を期待するものである。

※例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっているなど、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するため
に恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期
間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。

※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。

賃上げ実績の確認については、「従業員への賃⾦引上げ実績整理表」と添付書類として「法⼈事業概況説明書」⼜は「給与所
得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出をもって⾏うこととするほか、『上記書類により賃上げ実績が確認できない場合で
あっても、税理⼠⼜は公認会計⼠等の第三者に、より、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認めら
れる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。』として、その旨⼊札説明書に記載して
いるところ。

１．賃上げ実績の確認の運⽤等について



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について【実績確認６】

※（同等の賃上げ実績と認めた評価の内容）について、
記載例に基づき、 記載を行う。

※賃上げ実績を確認した、年月日及び確認を行った第三者
（税理士又は 公認会計士等）の氏名を記載する。

※別途、賃上げを行ったことを示す書類を添付する。

○別紙様式について
税理士又は公認会計士等の第三者により「入札説明書

に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類

であると認められる」ことが明記された書面を、賃上げを行

ったことを示す書類とともに提出する。



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【実績確認７】

○ 入札説明書に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完の行

われたもので評価する

※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。

○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する

「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の具体例

・ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者
への支給額で給与総額等を評価する。

・定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。
・ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与
総額等を評価する。

・働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合に
ついては、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。

・災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業
員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評
価する。

・業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。

・実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて
評価する。

・実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしま
う場合は、これを除いて評価する。

・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・令和４年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから１
年間の賃上げ実績を評価する。



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【実績確認８】

２．賃上げ実績の確認のための書類の提出について

３．経年的に本制度による加点を受けるために賃上げ表明を⾏う期間について

落札者が事業年度により賃上げを表明し加点を受けた場合には、当該事業年度の「法⼈事業概況説
明書」を決算⽇（別紙１に記載の事業年度の末⽇）の翌⽇から起算して２ヶ⽉以内に契約担当官等に
提出させるものとしているところであるが、法⼈税法（昭和40年法律第34号）第75条の２の規定に
より、申告書の提出期限の延⻑がなされた場合には、上記契約担当官等への提出期限を同条の規定に
より延⻑された期限と同じ期限に延⻑する。

本制度では、⼊札者が加点を受けるために表明する賃上げの期間は、事業年度単位、暦年単位いず
れかを選択できることとしているが、経年的に本評価項⽬によって加点を受けようとする場合に、事
業年度単位か暦年単位かの選択を前年度⼜は前年から変えることによって、前年度等に加点を受ける
ために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間
と加点を受ける期間との間に不整合が⽣じることのないよう、賃上げ表明を⾏う期間は、前年度等に
加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とする。



賃上げ基準に達していない場合の措置について

本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合⼜は本制度の主旨を意
図的に逸脱している場合は、同者に対して、当該⼊札において本取組により加点する割合よりも⼤きな割合の
減点（当該⼊札における加点に1点加えた点を減点）をする。

【実施のイメージ】

＜総合評価落札⽅式＞

入
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従業員への賃⾦引上げ
を表明

従業員への賃⾦引上げ
実績を確認

☆加点評価
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事
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（又
は
暦
年
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⇒賃上げ基準に達していない
場合は減点措置

１年間

★賃上げ基準に達しているかの確認

※減点対象は、他省庁を含め政府の総合評価落札方式によるすべての調達が対象となる。
※減点措置の対象者に対し、減点措置の開始時期及び期間（１年）等について別途通知を行う。
※確認にあたり、所定の書類を期限までに提出しない場合も、賃上げ基準に達していない者と同様の措置を行うこととする。

入
札
者
の
事
業
年
度

（又
は
暦
年
︶

総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について

未達成の場合の措置



⼊札 評価
事業実施 終了後

（１）総合評価落札⽅式による契約（単年度）における表明書による加点

R4.4.1 R5.4.1

「従業員への賃⾦引上
げ計画の表明書」の提
出（加点希望者）

加点

減点１年

【R5.6⽉頃】
「従業員への賃⾦引上げ実績整理表」
｢法⼈事業概況説明書｣(Ｒ3,Ｒ4分)
｢従業員への賃⾦引上げ確認書」

の提出

財務省通知の施⾏⽇

事業実施

契約締結⽇

（注）上記は、事業年度（４～３月）の場合の例である。なお、暦年の場合は、契約の相手方は、令和５年２月頃、「給与所得の源泉徴収票
等の法定調書合計表」及び「従業員への賃金引上げ実績整理表」を提出する。

減点

（未実⾏等の者）

未実⾏等の場合、財務省に報告
実績確認

総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【参考１】

入札における加点と賃上げ実施の確認の流れ



（２）国庫債務負担⾏為による複数年契約（５年国債）における表明書による加点

R4.4.1 R5.4.1 R9.4.1

⼊札 評価 終了後事業実施

減点１年

加点

減点

（注）上記は、事業年度（４～３月）の場合の例である。なお、暦年の場合は、契約の相手方は、令和５年２月頃、「給与所得の源泉徴収票
等の法定調書合計表」及び「従業員への賃金引上げ実績整理表」を提出する。

総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【参考２】

入札における加点と賃上げ実施の確認の流れ

「従業員への賃⾦引上
げ計画の表明書」の提
出（加点希望者）

契約締結⽇

未実⾏等の場合、財務省に報告
実績確認

財務省通知の施⾏⽇

（未実⾏等の者）

【R5.6⽉頃】
「従業員への賃⾦引上げ実績整理表」
｢法⼈事業概況説明書｣(Ｒ3,Ｒ4分)
｢従業員への賃⾦引上げ確認書」

の提出



総合評価落札方式による賃上げを実施する企業に対する加点措置について 【参考３】

賃上げの対象期間と確認時期

賃上げ表明した企業の実績確認の流れ（イメージ）

評価項目 区分

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

暦年

令和５年度

９月決算企業

３月決算企業

・令和４年度（令和４年４月１日契約、令和５年３月31日満了）の場合

令和３年度 令和４年度

12月決算企業

事業年度

令和６年度

令和３年事業年度 令和４年事業年度 令和５年事業年度

R4年度

概況説

明書提

入札 契約

表明書提出

契約終了

達成状況の確認

令和３年事業年度 令和４年事業年度 令和５年事業年度

入札 契約

表明書提出

契約終了

達成状況の確認

令和２年事業年度

令和３年 令和４年 令和５年

R４年度

法定調

書提出

入札 契約 契約終了

達成状況の確認

令和６年

＝実績確認の対象となる事業年度及び暦年

R4年度

概況説

明書提

表明書提出

令和３年事業年度 令和４年事業年度 令和５年事業年度

R5年度

法定調

書提出

入札 契約 契約終了

達成状況の確認

令和６年事業年度

表明書提出

＝加点対象年度

令和６年事業年度




